
尻
・
字
薬
師
田
の
全
部
。八
橋
本
町
三
丁
目
、

外
旭
川
字
梶
の
目
、
字
田
中
、
字
在
家
、
字

大
堤
、
字
山
崎
、
飯
島
長
野
本
町
・
美
砂
町
・

鼠
田
四
丁
目
・
字
大
崩
・
字
長
山
下
の
一
部
。

■
東
部
ガ
ス
1(

８
３
２)

６
５
９
５

南
通
亀
の
町
・
宮
田
、
楢
山
大
元
町
・
登

町
・
川
口
境
、
仁
井
田
二
ツ
屋
一
〜
二
丁

目
・
福
島
一
〜
二
丁
目
、
御
野
場
一
〜
七
丁

目
・
新
町
一
〜
五
丁
目
、仁
井
田
字
新
中
島
、

牛
島
西
・
東
潟
敷
の
全
部

水
道
局
で
は
、
４
月
下
旬
か
ら
11
月
下
旬

に
か
け
て
、
一
定
期
間
を
経
過
し
た
古
い
メ

ー
タ
ー
の
取
り
替
え
作
業
を
行
い
ま
す
。
市

内
全
域
に
、
指
定
工
事
業
者
が
う
か
が
い
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

水
道
局
営
業
課
1(

８
６

４)

７
５
６
５

水
田
に
盛
土
し
、
畑
地
と
し
て
利
用
す
る

と
き
は
、
事
前
に
秋
田
市
農
業
委
員
会
に
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
お
近
く
の

農
業
委
員
か
、
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

農
業
委
員
会
事
務
局
1

(

８
６
６)

２
２
７
０

介護保険制度のスタートにともない、秋田市国民健
康保険に加入している40～64歳のかたは、医療分に
介護分を加えた国民健康保険税を納めていただくこと
になります。秋田市国民健康保険に加入しているかたの
納税通知書は、６月下旬に世帯主のかたへ郵送します。

水
道
メ
ー
タ
ー
の

取
り
替
え
作
業
に

ご
協
力
を

７

所得割額
均等割額(一人につき)
平等割額(一世帯につき)
課税限度額

8.8％
21,430円
32,810円
530,000円

1.1％
4,180円
4,540円
70,000円

40歳未満
40歳～64歳
65歳以上

医療分
医療分+介護分
医療分

該当しません
第２号被保険者
第１号被保険者

問い合わせ
国民健康保険課1(866)2099
介護保険課1(866)2069

※労働時間は、原則として１日８時間で、「まかない」その他の
現物支給は含まず、委託者の補助的な作業出役をしないもの
とします

※「手植え」と「人手刈り」は「一般作業」に含めます

水田耕起

水田代かき

田植(機械植え)

補助乾燥

もみすり

精　　米

粉・粒剤

乳　　剤

ラジコンヘリ防除

あ ぜ 塗 り

一 般 作 業

生 乾 燥

バインダー

コンバイン

ハーベスタ

6,300

7,300

結束ヒモを含みます

籾の投入・排出・見回り

籾の投入・排出・見回り

60kg当たり袋詰まで(紙袋を含む)

60kg当たり

100m当たり(1m当たり45円)

男女とも１人１日当たり

薬剤は含みません。ラジコンヘ
リコプター防除の場合は、おお
むね5ha団地単位とします。

刈取・運送一連作業とします
刈取のみは18,500円

機械植付のみ（苗は含みません）7,200

11,900

22,400

9,800

8,000

4,600

730

1,070

960

1,800

1,200

1,300

4,500

1,800 

春
作
業
刈
取
・
脱
穀

乾

燥

調

製

秋
　
　
　
作
　
　
　
業

薬
剤
散
布

作 業 種 別 料　金
（10アール当り：円）

備　　　考

7,300 

草 刈 り

■農作業の標準受託料金が決定■
農業委員会では、今年度の農作業を受託したり、

委託したりする際の標準料金を、下の表のように
決めました。この料金は、10アール区画のほ場条
件をもとに算定した標準額です。
●問い合わせ 農業委員会事務局1(866)2270

畦はん部分

畦はんからの散布の場合。
薬剤は含みません

水田の中へ入っての散布の場
合。薬剤は含みません●40～64歳のかた

国民健康保険税は、医療分と介護分を合わせたも
のになります。介護分は、医療分と同じように「所
得割額」と「均等割額」「平等割額」の３つを合わせ
た金額です。平成12年度の国保税は以下のとおり。

■平成12年度の国保税

※年度の途中で40歳になるかたは誕生月から第２号、
または65歳になるかたは、誕生月から第１号被保険
者になります(１日生まれのかたは、その前月から)。

●65歳以上のかた
医療分と介護分を別々に納めるので、国保税は医

療分だけになります。介護保険料は、年金額が年額
18万円以上のかたは、年金から天引き、年額18万
円未満のかたは、介護保険課から郵送される納付書
で銀行などの窓口で納めます。65以上のかたの介
護保険料は９月までは免除され、その後１年間は半
額になります。

医療分 介護分

健康保険料 介護保険の分類

農
地
を
改
良
す
る
と
き
は

届
け
出
が
必
要
で
す

８

所得割額
均等割額
平等割額
合計

2,400,000円×8.8％＝211,200円
21,430円× ３人＝ 64,290円
(一世帯あたり)＝ 32,810円

308,300円

■医療分（加入者３人）

所得割額
均等割額
平等割額
合計

2,400,000円×1.1％＝ 26,400円
4,180円× ２人＝ 8,360円
(一世帯あたり)＝ 4,540円

39,300円

■介護分（40～64歳の加入者は２人）

●40歳未満のかた
従来どおり医療分の国民健康保険税を納めます。

国保税の計算式

国保税額
347,600円

医療分と介護分
をあわせると

年額

1 9 広報あきた　４月14日号

2,750,000円ー330,000円ー20,000円＝2,400,000円
給与所得 基礎控除 給与特別控除 課税標準額

妻Ｂさん(43歳)、子どもＣさん(17歳)は所得なし

世帯主Ａさん(45歳)


